
「ビジネスと人権」に係る手引き骨子（案）

 調査の結果、人権リスク対応に関する好事例の収集・周知や守るべき内容や実例を整理した情報発信や手引き作成を政府に求める企業
からの要望が多かった。

 手引き作成を想定して、以下の骨子（案）を検討した。本骨子（案）をたたき台として、社会からの要請や企業のニーズ等を踏まえながら、食
品関連産業の人権リスク対応を促進できる手引きの作成が重要である。

手引きの目的・方針

骨子（案）

 手引きの位置づけ
 手引きの構成

はじめに

人権リスク対応が求められる背景
 食品関連企業が人権を尊重し人権リスク対応に取組むべき背景や理由、人権リスク対応に取組むこと

で日本の食品関連業界の社会における信頼性や強靭性の構築につながることを解説。

第1章

政府ガイドラインの概説
 手引きの前提となる政府ガイドラインの概要や取組みの対象範囲等について解説。

第2章

食品関連業界における主な人権リスク
 人権リスクについて整理・解説。
 特に食品関連産業において注意すべき人権リスクについて整理・解説。
 取り上げる人権リスクについては本報告書第2章に挙げたものを想定。必要に応じて追加。

第3章

 食品関連産業の企業（とりわけ中小企業）の人権リスク対応を後押しすることを目的とする。

 すでに政府ガイドラインが公表されていることから、手引きを作成する場合は政府ガイドラインを踏まえた
ものにして、そのうえで食品関連企業での活用を想定して取り組むべきポイントを具体化し解説すること
が有用である。
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骨子（案）

 取組み別の実践例
 政府ガイドラインをもとに食品関連企業に求められる人権リスク対応をステップごとに解説。
 各ステップの解説で含めるべき内容は以下のとおり。

- 政府ガイドラインで求められている取組みの整理
- 取組むべき内容の具体化（政府ガイドラインや主な食品関連企業や各種団体が公表しているCoC、
SAQをもとに具体化）

- 取組みの手順・留意点
- 取組みの具体例・実践例
- 関連情報・データの整理

 主として中小企業を想定した手引きであることから、まずは優先して取り組むべき最初のステップとし
て「取組みの優先順位の決定」、「負の影響の特定・評価」、「負の影響の防止・軽減」について重点的
に解説。そのうえで次のステップとなる「取組みの実効性の評価」、「説明・情報開示」、「救済」につい
て適宜解説を追加する。

第4章

4.1

取組みの優先順位の決定
 政府ガイドラインで求められている取組みの解説
 食品関連業界で取り組みが求められている対応
 優先順位決定の手順・留意点
 取組みの具体例・実践例
 関連情報・データ

4.2

負の影響の特定・評価
 政府ガイドラインで求められている取組みの解説
 食品関連業界で取り組みが求められている対応
 負の影響の特定・評価の手順・留意点
 取組みの具体例・実践例
 関連情報・データ
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骨子（案）

第4章

4.3

負の影響の防止・軽減
 政府ガイドラインで求められている取組みの解説
 食品関連業界で取り組みが求められている対応
 負の影響の防止・軽減の手順・留意点
 取組みの具体例・実践例
 関連情報・データ

第5章

人権リスク対応を実践することのメリット
 人権リスク対応が負担としか認識されないと食品関連企業の取組みも進みにくいと想定されることか

ら、取組みを後押しする観点から人権リスク対応をすることのメリットについても解説。
 メリットの内容については、本報告書第3章のアンケート結果や第4章の企業の取組み事例等を活用。

4.4

 「取組みの実効性の評価」、「説明・情報開示」、「救済」
 政府ガイドラインで求められている取組みの解説
 食品関連業界で取り組みが求められている対応
 各取組みの手順・留意点
 取組みの具体例・実践例
 関連情報・データ

付録

 参考資料・リンク集
 人権リスク対応の役に立つ情報やデータの一覧及びリンクを整理。
 含める情報・データの一例

- 日本政府：経済産業省、法務省等
- 国際機関や各国政府：国際労働機関（ILO）や米国労働省（DOL）等
- 各種機関・団体：ジェトロ、経団連、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン等


